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「
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
通
し
て
思
う
こ
と
」

農
業
委
員
会
で
は
、
農
地
の
利
用
状
況
及
び
遊
休

農
地
の
有
無
を
確
認
す
る
た
め
、
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
調
査
す
る
中
で
、
中
山
間
地

域
に
限
ら
ず
、
ほ
場
整
備
が
終
了
し
た
と
こ
ろ
で
も

耕
作
さ
れ
て
い
な
い
農
地
を
見
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
農
地
は
す
ぐ
に
雑
草
が
繁
茂
し
周

辺
の
農
地
に
悪
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

最
近
で
は
、
個
人
農
家
の
離
農
だ
け
で
な
く
、
後

継
者
不
足
に
よ
る
生
産
組
合
の
解
散
等
も
散
見
さ

れ
、
更
に
、
米
価
下
落
や
昨
今
の
農
業
情
勢
な
ど
の

不
安
材
料
か
ら
、
若
い
人
の
就
農
が
な
か
な
か
進
ま

ず
、
市
内
の
い
た
る
地
域
で
担
い
手
不
足
が
深
刻
化

し
て
い
ま
す
。

後
継
者
不
足
や
担
い
手
不
足
等
か
ら
、
今
後
ま
す

ま
す
遊
休
農
地
の
増
加
が
懸
念
さ
れ
ま
す
が
、
農
業

委
員
と
し
て
、
一
人
で
も
多
く
の
皆
さ
ん
に
農
業
の

魅
力
を
伝
え
な
が
ら
、
食
料
供
給
の
礎
で
あ
る
優
良

農
地
が
有
効
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
、
ま
た
、
遊
休
農

地
を
発
生
さ
せ
な
い
よ
う
、
微
力
な
が
ら
尽
力
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

第二農地部会長

上野 栄一

〇
農
地
を
貸
し
借
り
す
る
と
き

〇
農
地
を
売
買
す
る
と
き

〇
農
地
を
農
地
以
外
の
目
的
で
利
用
す
る
と
き

〇
農
地
の
賃
貸
借
を
解
約
す
る
と
き

〇
農
地
の
賃
貸
借
条
件
を
変
更
す
る
と
き

〇
農
地
を
相
続
し
た
と
き

〇
田
を
畑
に
地
目
変
更
す
る
と
き　

な
ど

手
続
き
や
届
出
は
お
済
で
す
か
？

手
続
き
や
届
出
は
お
済
で
す
か
？

こ
ん
な
と
き
は

こ
ん
な
と
き
は

事
前
に
手
続
き
や
届
出
が
必
要
で
す

事
前
に
手
続
き
や
届
出
が
必
要
で
す

手
続
き
や
届
出
を
し
な
い
と
・
・
・

手
続
き
や
届
出
を
し
な
い
と
・
・
・

〇
法
律
違
反
（
罰
則
の
対
象
）
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

例
…
３
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
３
０
０
万
円
以
下

の
罰
金

〇
農
業
関
係
の
補
助
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

〇
農
地
を
め
ぐ
る
争
い
が
起
き
た
と
き
、
立
場
が
弱
く
な

る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

来
年
の
耕
作
に
向
け
た

来
年
の
耕
作
に
向
け
た
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農地台帳をご利用ください
　農業委員会事務局及び各区駐在室では、経営者又は世帯員からの申請により農地台帳を交付しま

す。農地の所有や賃貸借等の確認にご利用ください。

貸
し
手
、
借
り
手
で
契
約
条
件
を
必
ず
協
議
し
て
く
だ
さ
い

①
　
田
、
畑
の
ど
ち
ら
で
利
用
す
る
の
か

②
　
賃
貸
借
権
を
設
定
す
る
期
間

③
　
賃
貸
借
料

④
　
賃
貸
借
料
の
支
払
い
方
法
（
い
つ
ま
で
に
、
ど
の
よ
う
な
方
法

で
支
払
う
の
か
）

⑤
　
賃
貸
借
料
を
算
出
す
る
際
の
基
準
面
積
（
登
記
簿
面
積
か
実
耕

作
（
水
張
り
）
面
積
か
）

⑥
　
そ
の
他
、
協
議
が
必
要
と
思
わ
れ
る
事
項

新
規
に
利
用
権
設
定(

賃
貸
借
契
約
）
す
る
と
き

農
業
委
員
会
事
務
局
、
又
は
各
区
駐
在
室
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

農
地
の
耕
作
状
況
を
確
認
し
た
う
え
で
、
書
類
を
お
渡
し
し
ま
す
。

利
用
権
設
定(

賃
貸
借
契
約
）
期
間
が
満
了
し
た
と
き

農
業
委
員
会
で
は
、
期
間
満
了
前
に
貸
し
手
、
借
り
手
の
方
に
、

再
契
約
の
案
内
を
お
送
り
し
ま
す
。（
農
地
法
第
３
条
に
よ
る
契
約

を
除
く
。）

案
内
が
届
い
た
ら
、
期
間
、
賃
借
料
な
ど
の
条
件
に
つ
い
て
貸
し

手
、
借
り
手
で
よ
く
話
合
い
、
納
得
し
た
う
え
で
早
め
に
農
業
委
員

会
へ
書
類
を
提
出
し
ま
し
ょ
う
。

様
式
が
変
わ
り
ま
す

シ
ス
テ
ム
変
更
に
伴
い
、
令
和
４
年
１
月
か
ら
、
各
種
書
類
の
様

式
が
変
わ
り
ま
す
。

１　各筆明細

）称名は又名氏（）所住（

）称名は又名氏（）所住（

）称名は又名氏（）所住（

）Ｄ（容内の定設の権用利)Ｃ（地土るす定設を権用利
番

利用権を設定する土地の（Ｂ）以外の権原者
等（Ｆ)

農用地利用集積計画 ） （ 利用権設定

利用権の設定を受ける者
（借り人）（Ａ）

利用権の設定をする者
（貸し人）（Ｂ）

利用権を設定する者以外の者で利用権を設定する
土地につき所有権その他の使用収益権を有する者
（Ａ）（Ｂ）（Ｆ）以外のもの

（同意印）

整
理
番
号

（同意印）

（同意印）

上越市 公告年月日 　年　　月　　日

上越市大字春日１２３番地

上越市木田１丁目１番３号 上越　太郎

木田　花子

上
越

木
田

木
田

上
越

内容

賃貸借

地目 賃料
(円/10a)

〇〇,〇〇〇

始期

560

田

田

畑

所在・地番

上越市

大字〇〇　字〇〇　400

大字〇〇　字〇〇　401-1

大字〇〇　字〇〇　401-ネ

大字〇〇　字〇〇　1020

現況

田

面積(㎡)

5,000

2,000

1,200

住所
氏名

又は名称
利用権
の種類

支払
方法

３年

６年

10年

(　年)

現金

口座

物納

存続
期間

（終期）

番
号

1

2

3

4

等（Ｆ)

利用権
の種類

同
意
印

計 8,760.00
利用権設定等促進事業の実施により成立する
利用権の設定等に係る当事者間の法律関係
（Ｅ）

賃貸借

様式は変更となりますが

記入する内容に変更はありません

変更後の様式例・・・「農用地利用集積計画 (利用権設定 )」申請様式

農
地
を
貸
し
借
り
す
る
と
き
の
手
続
き

農
地
を
貸
し
借
り
す
る
と
き
の
手
続
き
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知らないと
損！

農業者年金（積立型）
の税制優遇と保険料補助

ご存じですか？保険料が
全額社会保険料控除
　の対象なんです！ 経営や家計の状況

により保険料を
上げたり下げたり
できるんです！

青色申告等の要件
を満たせば

月額で最大１万円
（年１２万）の保険料補助※
の仕組みがあるんです！

加入するには

保険料補助を受けるには

●国民年金第1号被保険者であること
●年間60日以上農業に従事していること
●60歳未満であること

加入要件の他に次の要件を満たすことが
必要です。
●
●
●認定農業者、青色申告者、
家族経営協定などの要件

39歳までに加入
農業所得が900万円以下

詳しい内容やご相談は…
農業委員会…裏面お問合せ先

最寄りのＪＡ支店

農業者年金基金ホームページ

農業者年金基金 検索

家族経営協定とは、経営方針や役割分
担、就業環境などを各世帯員の話し合
いに基づき取り決めるものです。

全国農業新聞を購読しませんか
ためになる情報が盛りだくさん！

◆発行日/毎週金曜日
◆購読料/月額700円　
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農業委員・農地利用最適化推進委員　担当地区表 令和3年11月1日現在

地域自治区名 担当地区 職　名 氏　名 お問い合わせ先

新道区
諏訪区
津有区
高士区

諏訪地区 農業委員 佐 藤 清 繁

農業委員会事務局
【農地係】
・農地の手続きに関する
こと
☎（025）520-5812
【農政係】
・農地台帳の交付に関す
ること
・農業者年金に関すること
・全国農業新聞に関する
こと
☎（025）520-5813

津有南部地区 農業委員 牧　繪　雄一郎
津有南部地区 推進委員 髙 島 真 一
津有北部地区 推進委員 藤 井 敏 行
新道地区 推進委員 笠 原 行 夫
高士地区 推進委員 中 嶋 栄 司

高田区
金谷区
春日区
三郷区
和田区

金谷地区（南部） 農業委員 吉 村 清 正
旧高田地区・和田地区・三郷地区 農業委員 竹 内 浩 行
春日地区（高志小学校区） 農業委員 折 笠 正 勝
春日地区（春日小学校区） 推進委員 森 橋 孝 一
金谷地区（北部） 推進委員 加 藤 俊 彦
和田地区 推進委員 髙 島 信 雄
三郷地区 推進委員 倉 石 洋 一

直江津区
有田区
八千浦区
保倉区
北諏訪区
谷浜・桑取区

有田地区・直江津地区 農業委員 篠 宮 英 樹
八千浦地区・北諏訪地区 農業委員 金 子 昭 榮
谷浜地区・桑取地区 推進委員 平 野 宏 一
谷浜地区・桑取地区 推進委員 齊 藤 啓 治
北諏訪地区 推進委員 小 林 政 秋
保倉地区 推進委員 白 滝 光 彦

安塚区
小黒地区 農業委員 岩 崎 欣 一 安塚区駐在室

☎（025）592-2003
安塚地区 推進委員 髙 波 澄 男
菱里地区 推進委員 青 田 俊 一

浦川原区
末広地区・中保倉地区 農業委員 大 滝 正 秋 浦川原区駐在室

☎（025）599-2302
月影地区・下保倉地区・中保倉地区 推進委員 田 鹿 敏 行
下保倉地区 推進委員 井 部 慎 一

大島区
菖蒲地区・大島地区 農業委員 滝 沢 記 一 大島区駐在室

☎（025）594-3101
保倉地区 推進委員 髙　橋　三登一
旭地区 推進委員 田 邊 清 一

牧　区

牧地区 農業委員 長 瀬 一 成
牧区駐在室
☎（025）533-5141

原地区・白峰地区 推進委員 米 川 尚 登
川上地区・牧地区（高尾） 推進委員 金 井 　 薫
沖見地区 推進委員 中 川 正 道

柿崎区

川西地区 農業委員 岸 田 　 健
柿崎区駐在室
☎（025）536-6711

下黒川地区 推進委員 宮 川 武 彦
柿崎・七ケ地区 推進委員 長 井 恒 夫
黒川・黒岩地区 推進委員 小 池 孝 志

大潟区
大潟区西部（長崎地内 JAカントリーエレベーターを境） 農業委員 笠 原 浩 一 大潟区駐在室

☎（025）534-2111大潟区東部（長崎地内 JAカントリーエレベーターを境） 推進委員 細 谷 正 夫

頸城区

明治地区 農業委員 小 山 一 成

頸城区駐在室
☎（025）530-2311

南川地区 農業委員 望 月 　 博
大瀁地区 農業委員 山 本 誠 信
大瀁地区 推進委員 上 井 康 二
南川地区 推進委員 大 島 伸 一

吉川区
旭地区 農業委員 上 野 栄 一 吉川区駐在室

☎（025）548-2311
源地区 推進委員 常 山 哲 夫
吉川地区 推進委員 中 嶋 琢 郎

中郷区
中郷区西部 農業委員 五十嵐　　　彰 中郷区駐在室

☎（0255）74-2411中郷区東部 推進委員 清 水 増 彦

板倉区
板倉区全域 農業委員 古 川 政 繁 板倉区駐在室

☎（0255）78-5181
宮島地区・筒方地区・寺野地区 農業委員 清 水 　 强
針地区・豊原地区・山部地区 推進委員 小 林 正 義

清里区
菅原地区 農業委員 上 原 　 孝 清里区駐在室

☎（025）528-3111櫛池地区 推進委員 綿 貫 一 成

三和区

三和区全域・里公地区 農業委員 五十嵐　隆　一
三和区駐在室
☎（025）532-2323

里公地区 農業委員 竹　原　よし子
美守地区 推進委員 福 原 　 弥
上杉地区 推進委員 髙 橋 浩 一

名立区
名立区全域 農業委員 久保埜　德　雄 名立区駐在室

☎（025）537-2123
森地区から南部 推進委員 髙 宮 文 男
池田地区から北部 推進委員 松 本 　 香

※ 推進委員＝農地利用最適化推進委員


